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　イタ リア の 国家予算の あらゆ る収入 源は ， 体系的 な見通 しや整合的な原則 か ら生 じた もの

で は な い 。 冷酷無比で 切迫 した必要性 か ら設 定され た もの ば か りである 。 こ の た め
， イタ リ

ア の 財政は，論理性 も ， 概念 的統一性 も ，
い かなる公正 な基準 を も欠い た ，い くつ もの 収税

装置の よせ あつ め以外の もの で は ない
。 政治的統

一
の 際には ， どうに も避けがた い 必要性か

ら ， 政府は ，
こ の 半島の 様 々 な税制の なかで もっ とも収益性 の 高 い

， 要 は負担の 大 きな もの

を選ぶ こ とを強 い られた 。

一
夜に して イ タ リア全土 に拡大 され た サ ル デ

ー
ニ ャ王国の税制は ，

と くに ナポ リ王 国の もの とは対照的で ， 税 の もっ とも軽 い 国の ひとつ で あ っ たナ ポ リ王 国は ，

一
瞬の うちに有数の 重税 国へ と転 じて しま っ た 。 新生 イタ リア南部の 税制の 基礎 は土地税で

あ っ た 。 それに数種の 専売税 と関税の 類が加わるが ， 勤労所得 は無課税 であ り， 相 続 も課税

を免れ ， 登記や 印紙にか か わ る 税 もご くわ ずか で あ っ た。新た な負担が どれ ほ ど過酷で 不安

なもの に な らざるをえなか っ た か ， 基本的な経済活動を どれほ ど損な っ たか は ，
い うまで も

ない
。 他の 地方で は ， 税が軽減 された り古 い 制度の ままで あっ た の に対して ，我が南部 にあ っ

て は ， 破壊 と再構築に多大な労力が 費や され，増税や 新税 が雨の ように降 り注 い だ。政府が ，

貯蓄 とい う 「未活用の 多大な資産」や 「含み 資産」， また
， そ もそ もの 誤解の 理由で ある の だ

が ， 我 々 の 土地の 「潜 在的活力の 大 きさ」に は大 い に課税 の余地が ある と想定 した こ とで ，

南部 は ，その 資産 に比例 して ， 支払 うべ き以 上の もの を国庫に注 ぎ込む よ うに しむけ られ

た 。 1865年 に突如 と して 誕生 し，1876 年 3 月 18 日に は選挙に 勝利 した南部左派が象徴 し

た もの は，税に対する抗議に ほ かな らな い 。 国家財政の 収支均 衡 とい う困難 な目標 　　 初

回は大 きな犠牲をは ら っ て
，

二 度め もさ ら に 過酷な状況の なかで 達成 され た 一 の た め に
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こそ ， 国や議 会 は ， 長年 にわた り人 間の もっ とも達成 しに くい 徳の ひ とつ で ある忍従を強

い られて きた 。 待望の 目的地 に到着 した今 日， 政府も国民 も， 公 的負担の よ り公正な分配を

め ざして ，複雑な税体系を見直す税制改革を他の どん な問題 よ りも優先すべ きだ と考 えな い

な ら ， そ の 徳は悪弊となる で あろ う。

　 とは い え， それは忍従で は な く無知の た めで あ っ たか もしれず ， さらに理解 しがた い の は，

もっ とも見識 ある人 々 に も真実 の 解明が遅れた こ とだ。南部の 相対的貧困は
一

見して わか る

こ とで
，

そ の 結果 ， 税制は
，

主 に以 下の 二 点で 南部に と っ て極度に不公平なもの にな っ て い

る 。 第
一

の理 由は ， 税制が ， 教会の 十分の
一
税 とさほ ど違い の ない

， 機械的 な比例原則 に基

づ い て い るこ と で あ る 。 等比課税 は ， た とえ数パ ーセ ン トで あっ た として も，
イタ リア で も

そ うで ある よ うに，富者 と貧者にま っ た く異 なる形で の しかかる 。

一万 リラの所得か らそ の

十分の
一 を払 う者は，千 リ ラの所得か ら百リラ を払わ なけれ ば な らない 者ほ ど には懐 が痛 ま

ない の だ か ら， 税の 計量基準 の 平等性 は負担 の 平等性で はない 。最富裕層は所得に比例 して

消費する わ けで は な く， 最貧層 も必要 以下 の 消費で はす まない の だか ら， 間接税 にお い て も

状 況は 同 じで あ る 。 第二 の 理 由は ， 富 の本質が不動産で ある とい う南部諸地域の 経済体質そ

の もの に ある 。 資本 と諸産業の 利潤は
， 程度の 差はあれ ， 課税を免れ る余地 が あるが ， 土地

や家屋 はそ うで はない 。

　 1876年に ベ ト ッ キ ，パ ン タ レオ ー二 ，ボ ディ
ーオ らが試 みた初 の 断片的 な調査 に触れ る

まで もな く，
1880年代 の 10年間 の イ タ リ ア 諸地域 に お ける 資産 と税の 関係を実証的 に 分析す

れ ば ， その 割合が南部に い か に不利 で あるか は明 らかに なる 。 その後 ， 三割以上の 増税があ

り， 北部の 産業 資本 の富 は大 い に増加 した一
方で ，南部の もっ ぱ ら農業的な富は

， 農産物価

格の 著 しい 下落の ため に，減少は して い ない もの の 停滞的であ っ た 。 公的負担が 同 じ割合で

増加 して い る とすれ ば ， 今 日 ， 資産 と税の 関係は ， 南部 に と っ て い っ そ う不利 にな っ て い る

だ ろ う。

　そ れで も ， 財務相ル ッ ツ ァ ッ テ ィ は，南部経済の 後進性を嘆い て その 過酷な試練を認識す

べ く閣僚 として腰 を上げた 。 ただそれ は ， 1901年以 後の こ とで あ り， その 悲 しい 結論 は きわ

め て i基本的な真実で，歓迎 しうる もの で は ない が ， 我 々 には もと よ りわか りき っ た もの だ っ

た 。 彼 は述べ た 。 「南部の 未来は イタ リ ア 王 国の 未来で あ り， そ の 状態が改善されない なら ，

イ タ リア の 他の 地域 まで疲弊するで あろ う。 」 と 。 翌年の 11 月 にはソ ン ニ ーノ が ナ ポ リで ，

我 々 の 正当な権利 を認め ると ともに南部問題 につ い て 警鐘 を鳴らす，あの 忘れ が た い 演説 を

行 っ た 。 その 10 日ほ ど後に は，首相ジ ュ ゼ ッ ペ ・ザナル デ ッ リ自らが 「政治 的統
一 と税制の

公正 さの 矛盾」の 問題 を明確な こ とばで 議会に提起 した 。 彼は ， 高負担の 諸税を軽減す る法

案の 説明 にあた り， 「イタ リア の 経済 は短期間で大 い に改善され た」と喜 び ， 次の ように述べ

た の で ある 。 「科学の 進歩が分析 方法 を飛躍的に増加 させ たとす れば ， 観察精神の めざましい

発展や ， 国を愛 し ， そ の必要を探究する者た ちの 賢明な協力に よ っ て ，我国にお ける経済的

不平等や その 理 由，それに 由来す る苦難や適切 な措置 を明 らかにするために多 くの こ とが な
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され た こ ともまた ， 真実で ある 。 」 ジ ョ リッ テ ィ の 考え もこれ と異 な るもの で はなか っ た 。

1903年12月 1 日 ， 下 院に新内閣を提示 した際，彼は国民生活をとくに脅か す諸問題を列挙 し，

「万 人に 必要 で ある と と もに 国の 義務で もある 」として
， その 筆頭に税制改革 ， すなわ ち南部

の 経済的状況の 改善をあげた の だ っ た 。

　今 日， 南部問題 は公 に認 め られた 。 正確 で はな く， 体系 的で もな く， 単なる傾 向の 表明 に

すぎない が ，10年前に は それ を想像する こ と さえ見当違い とみ なされ て い た の だ 。 その 傾向

が支持をえて促進され れ ば ， イタ リア 国民の生活に新 し い 方向性が刻 まれ ざる をえない だ ろ

う。 その 功績の 大部分 は ，

一
人の 青年にある 。 彼 は ， まさにこ の 10年間に ， 調査 の 不備や 誤

りを研究 しつ づ け ，
パ ン タレ オー二 やボデ ィ

ーオの 論 証 を完成 させ た 。 と同時に ， 比較 とい

う方法に よ っ て ， 統
一政府が採用 した税制は とりわ け南部に負担が 重 く， 実際に は，法律に

具現 された 比例 と い う基準 自体が，我々 に不利 な形で 侵害 されて い る と論 じた 。 南部 の 状況

を早 くか ら研 究 して い た コ ラ ヤ ン ニ や チ コ ッ テ ィ が何度も鋭 く指摘 したすべ て の こ とを ， 彼

は ， それ まで なされるこ と の なか っ た 詳細 な統計調査で 実証 した の だ っ た 。 今 日 ， イタ リァ

の 北部 と南部の 著 しい 貧富の 差 は，等比 課税が依拠する原則 自体を損な うほ どの 税の 不均衡

と事実上対応 して い る こ とが 明白に なっ た とす れば ， その 功績 は ニ ッ テ ィ にある 。 彼は ， 誹

謗 中傷 を もの ともせ ずに評判 を博 した
一

連の 著作を もっ て ，少 し前な ら予期する こ と もで き

な か っ た活発な検討や発議を国中に巻 き起 こ し ， 役人た ちを眠 りか ら覚め させ た。 ニ ッ テ ィ

は ， 南部は税 をほ とん ど払 わずに多大な資産 を保有 して い る とい う奇妙な神話 を破壊 したの

だ 。 そ して，イ タ リア全体が まだ繁栄に は至 らない なか で も南部は さらに貧 しい こ と，富の

分配 に大 きく与か る公共財政 は
， 根本的な税制改革を要する南部を犠牲に し，

正 し く機能 し

て い ない こ と を，白日 の もとに さ ら した 。 他の 先駆者た ちが すで に気づ い て い た こ とに ， 彼

は ， 同郷 人が忘れがたい 感謝の 念を捧げ る熱心 な作業によ っ て
， 資料の 裏付け を与 えた の で

ある…
。

　 ニ ッ テ ィ の 統計資料 とカ ラ
ーノ ・ドン ヴィ

ー トの 分析調査は，以下の 真実を証明 して い る 。

イ タ リア の 税制には ， 経済的平等性が み られず ， 南部に不利な数字の上で の 完全な平等性す

らな く， とくに直接税 とその 適用 におい て は ， 数字の うえで も南部 に不公平な もの にな っ て

い る。南部で は ， 土地は抵当に入れ られ ， 家屋 に は多数の 人間が集住 し， 所得で は最低所得

者が 最高所得者よ りもは る か に 多い 。 その 容認 しえない 不公正 な分配 シ ス テ ム は
，

主 と して

定額の物税が大部分で ある こ とか ら生 じてお り， 粗放農業以外に産業の ない 地域にお い て は ，

その 負担 は間接税以上 に蓄財 ，す なわ ち資本蓄積の 妨げ となる 。 南部の コ ム ーネや県で は充

分な公共事業が なされ て い な い ため に，同 じ く定額の 物税で ある地方の 超過課税は い た る と

こ ろ で倍増 して い る 。 だか ら ， 根本的解 決策は ，
バ ベ ル の 塔た る現在 の税 を効率的な個人所

得税 の 体系に 替える 抜本的改革に ある 。

　すで に文明化 され た諸国の税制は ， 明確に ， 穏や か な累退型の 累進個人所得税にむか っ て
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い る 。 それの み が ， 論理以上 に経験 が富者よ りも貧者に対 して 事実上不公平 に なるこ とを示

して い る製品税や 消費税 を，有効に代替 し うるで あろ う。

　プ ロ シ ァで は ， 農工 業生産物に少額の 税を課す以外は ， 階級税 と階層別所得税か ら成る個

人所得税の 体系がで きあが っ て い る 。 イギ リス では
， 土地税は今で も定額を原則とするが，ご

く少額で ，五 つ の カ テ ゴ リ
ー

に分類 された所得税が きわめて大きい 。その うちの第
一

分類の

み が土地家屋収入税 として その 所有者に課せ られ ， 第二 分類 は土地運営収入税 と して借地農

が負担 して い る。

　 もちろ ん ， ただちに根本的な税制改革の達成 を求めた り期待 した りするの はばかげて い る 。

だが ， 事 態は これ まで には思 い もよ らなか っ たほ ど有利 で あ り， 財 政安 定の 希望 をたちまち

無効にする浪費の危険を避 けようとする意志 と分別さ えあれ ば ， 将来は さらに確実 となろ う。

そ れには
， 後見国家 （Stato　mecenario ）の とだ えが ちな慈善行為の 所産で あ る寛大な施 しに

見せ か けて ， 悪を助長は しな い が解決に もな らな い よ うな方法をと らな い よ うに留意すれ ば

よ い 。 た とえば ， 恩恵あ る特別法と銘打 っ た効果の な い 応急処置 ， 浪費な しに は実行で きな

い
， しか も事態の 緩和に しか役立た ない 方法 ， ある い は

， 思 い つ きで 計画性の ない
， 新規 の

公共事業 に関する立法は講 じな い こ とだ 。 これ らは必要な もの で は な く， まさに イタ リ ア全

土で優位 にた と うと して い る 非生 産 的小 ブ ル ジ ョ ア ジ ーの 強欲 さが要求 した もの で あ る。 イ

タ リア は ， 金儲 けに精 をだす棒給生活者 に仕 える納税 の 民 へ と国民 をお としめ る ， 寄生的 と

しか い い ようの な い 官僚組織の 支配 に脅か されつ つ ある 。

　 こ の危険は夢想 で は な い 。 1901年 3月 7 日 ， ヴ ォ レ ン ボル グ財務相は 「イ タ リア の 中央，

地方の 全財政 は
， 国民経済に 負担が大 きく，

コ ス トが高す ぎ， 階層問の 貧富の 差や 地域 間の

繁栄の 差 に対 して極度に バ ラ ンス を失 して い る」として
， 下院に ある法案を提出した 。 その

税 制改革 の 要点 は ， 第
一

に ， 国税 として の ワ イン税 の 新設 と， 総所得に対す る国税 の 誕生 と

なるべ き世帯税の 国家へ の 委譲 ， 第二 に
， 国税で ある土地税 ， 家屋税 ， そ して 動産税の うち ，

地域 的性格の もの の コ ム ーネへ の委譲で あ っ た 。 そ の評価は ともあれ ， 広汎 な議論を深め る

に値す る こ とは た しかで あ っ た が，誰 もそれ を支持 しなか っ た 。 発議した 当の 大臣が ， 経過

や理由は不明だが ，
い つ の まに か退任 し ， 彼 とともに法案 も消 えて しま っ た。 それ が 論 じら

れ たの は ， その 年の 12月 に南部対策 との 関連で
， また

， 今年 5 月に公共財政 との 関連で の み

で あり，い ずれ もこ れ まで に な く活発に論 じられ た とは い え ， 税 制の大改革 とい う理想は曇

らされ て しま っ た 。

　ナポ リ ，
シチ リア ， サ ル デ

ーニ ャ の 三 つ の 地域で土 地税を半減させ る とい うソ ン ニ
ー

ノ の

法案に対 して も ， 政府 は
， 徐 々 に減税 を実施する と い う漠然 と した 意向を対置 した だ けだ っ

た 。 土地 と所得 の 双方に税額の ご く
一

部 を免除すれば ，南部は と くにその 恩恵を受ける はず

だ とい うので ある 。 た とえ実現されて も効果の ない ，便宜上の施策にす ぎない 。 なぜ なら， 多

大 な不均衡の 原因は ，

一
面で は土地税の 実態に，他面で は動産税の体制にあるか らで ある 。 土

地台帳をもとに課税され なけれ ば土 地税 も軽減され な い し ， 税が全 面的に改訂され なけれ ば
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動産税 も変更で きない 。 率直に い うな らば ， イ タリア へ の 新たな個人所得税導入 を求 める人 々

は み な，申告 と直接査定に依拠 した現在の 誤 りが正 され るこ とを実 にま じめ に信 じ，か つ 期

待 して い る の で ある 。 税を免れた ままの 動産の 少なか らぬ 部分に も納税 を迫るな ら， イギ リ

ス と同様 に公債 ， 私債をとわずあらゆる 証券や 株券を記名式 とし， 手形 による貸借 に税 を課

し
， 証券取引は持参者名義で はな く譲渡証 明書が必要 とされ るよ うになる だ ろ う。

　単なる減税は方便で あ る 。 財産税の 少 々 の 減額 は，現在の 土 地税の 性格か らして小土地所

有者 に利益を もた らす こ とに は まっ た くならな い し ， 動産税 を減額す るには算定自体が非現

実的だか らで ある 。

　根本的な変革 をただ ち にめ ざすの で は な く， 現状 の み を考える に して も， 時間は必要で あ

り，それ は
一

世代の人生 に近い ほ どはか かるだ ろ う。 ある い は 目的に応 じた確実な選択 をす

る に は ， それが最低限の 時間で あるか もしれ ない 。そ うした選択の 一例 として ， ア レ ッ シオ

下 院議員が以前提案した ， 国の 土地税 と家屋税を不動産 に課す土地相続税に替える とい う法

案の 採択が ある。それは ， 覚えて おい て い た だ きた い 点で あるが ，南部の 農業生産はイタ リ

ア 王国の総生産の 35％ に相 当する とい うこ とで，北部で は二 千 リラ以下 ， 南部 で は
一

万 リラ

以 下の 土地相続の 場合 ， 抵当に入れ られ ， 不動産税 を課 された資産 に対 して は，い っ さ い の

負担を免除する とい うもの だ 。

　とにか く， 必要 な解決 を先延 ば しに は しない こ とだ 。 い っ た い 何の た め に 遅 らせ る の か 。 時

が無益にす ぎる ばか りか ， 政府 は支 出を増大 させ て 予算の 浪費を急 い で い る のだか ら ， 被害

はさ らに拡大 す るだ ろ う。

　 イタ リア 初の 農業調査 の
， 顧み られる こ との なか っ た賞賛すべ き最終報告 でヤチ ー二 が記

した ように ， イタリア の 農 業が 「税に よ っ て 収奪されて い る」とすれば ， 農業の み によ っ て

生 きる しか ない 南部は ， 公平で合 理的な税の 削減なしには安堵の
一

息すら望 む こ とがで きな

い
。 そ の 唯

一
の 資産で ある土地 には，あ らゆる公的負担が の しか か っ て い る 。 そ して その 土

地 は，荒れ て消耗して い る の に，大 い に必要 であ るはずの 資本 の 入 る余地が な い よ うだ 。 そ

れ は ， 資本が高価 に す ぎる と い うだ けで は な く， サ ラ ン ドラが述 べ た ように ， 抵 当の 負担が

大 きい こ とや，抵 当の 不分割性が 土地の 自由な流通 を大きく阻害し て い る こ とが 原因なの だ 。

また移転費用や 鉄道料 金が非常 に高 くつ くた め に ， 農産物の売れ行 きは不安定で ， あ らゆ る

保護的諸税の 結果 とし て 消費者の 購買力 も減ぜ られて い る 。 土地が荒れて消耗 して い る の は，

作物の 種類に乏 し く， と くに生産性の 低い 穀類が多す ぎる うえ ， ブ ドウや オ リ
ー

ブ の よ うな

商業的作物 は コ ス トが かか りす ぎるか らなの だ 。 レ ッ ジ ョ
・カ ラ

ーブ リア の 商工 会 議所 はこ

う記した。「経常収支 の 決済や流動資本の 部分的更新 の ため に， 自負や錯覚に よ り，なお不充

分 な南部農業の 生産力 を毎年の よ うに誇張 して きた こ とは ， 最大の 誤 りと い っ て よ い 。 」

　 税の削減と流動資本の増加は ， 南部農業の 根本的な復興の ため の ，
二 つ の 関連 しあっ た基

本要素で あ る 。 南部農業の 復興は ， ブ ドウ ， オ リ
ーヴ ， ア

ーモ ン ド， 柑橘類 などの 果樹栽培

の 増加は もとよ り， ア ペ ニ ン 山脈沿 い で は 5月か ら 11月 ， 海岸沿 い で は ll月か ら5月に ， 畜
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産業を支える大量 の ま ぐさを育て る こ とで 可能となるで あろ う。 だが ， 間違 えない で い ただ

きた い 。 予算が建て 直されない か ぎりはすべ てが無駄 に なるであろ うし， この こ とこそが ，真

に南部に相応 の 正義 を与 えようとする税制改革の 必須条件なの だ 。 イ タ リア南北の 「経済的

均等」を遠か らぬ うちに と望 むの は ， 何 の ためで あろ うか 。 た しか に ， 新生 イ タリア最大の

問題は まさに北部と南部の経済的不均衡の是正 にあ るが，均衡 とは均等化 とは異 な っ て，そ

れぞ れ の 地域が互 い を侵害せ ずに存続 しうる法的状況を意味 して い る 。 イタリア とい う名称

が ある とい うだけで均質な国家が存在す る と信 じる こ とをや め さえすれば ， この 目的は難な

く達成されるだろ う。 イタ リアは均質で も一
様で もない

。 それ が重要な こ とだろ うか 。 均
一

性は ， 外見上
， 見か け上の 統

一
をつ くる こ とはで きるが ， それ は ， 精神的な信頼 と調和か ら

の み生 じうる真の 統
一

で は ない
。

　少額の 税 と自由貿易 によっ て ， ある い は ， イタ リ ア に おける経済学の 創始者で
，

ジ ャ ン ノ ー

ネや フ ィ ラ ン ジ ェ
ーリと と もに思考様式 にお ける 「新時代」を開い た ア ン トニ オ ・ジ ェ ノ

ヴ ェ
ージが 1765年 に示 した 「少 ない 税 と容易な循環」（自由な流通の 意）に よっ て ， 南部で

も年間所得が 増大 し，文明的な新 しい 生活の 道が ひ らける ように 1　 やが て は今 よ りも幸福

な 日 々 が 訪れ る と い うこ の 予言は ， そ れ が ， 何よ りもまず，全 イタ リア の 理性 をあげてその

優位を際だた せ よ うとい う揺るがぬ信念 をもつ なら ， わずか数年前には期待で きなか っ た国

家予算の 残額 が無惨 に も乱費や 奢侈に よ っ て 失わ れ て い く事態へ の
， 有効な反論 となるだろ

う。 各種の 優遇 と事業 を通 じたあ らゆ る形態の保護 と援助に よ る国家予算の 浪費 は ， 収支均

衡が達成 された現在 ， まさ に南 部の 貧困に対する侮辱 で ある 。 固定資本に対する流動資本 の

不足と，そ の 不可避の 結果で ある貨幣価値 の 高騰 とを特徴 とする統
一

後の 経済政策の 悪弊を

絶 つ こ とは ， とくに南部に利益を もた らすで あろ う。 こ れ まで は リグ リア の 建設業，ヴェ ネ

トの 毛織物業，ロ ン バ ル デ ィア の 綿工業 へ の 供給だけを顧慮 して きた その 政策は，今 日では ，

鉄道員 ， 郵便通信局員 ，
ロ マ

ー
ニ ャ の 労働協同組合 に ， 納税者たる偉大な全 イ タ リア 人民が

汗 して得た貯蓄 とい う最良の成果を ， 気前の よさに見せ か けて，与 えようとして い る 。 国家

が ，万人に有益とは い えない 目的，す なわち ， よけい な ， 役に たたな い ばか りか金の かか る

公共事業 ， それ だけで は マ ラ リ ア を駆逐 で きな い 干拓 ， 貯蓄能力や 防衛上の 必要を上 回る軍

備 ， 政府 が優遇 ・推進す る金融上 ・
不動産上 の投機 ， 企業家や労働者の 組織 に対す る助成 と

奨励 ， 国家に対 して組織 された棒給生活者団体の 増加 と向上
， な どに用 い るために余分に 富

を吸い あげつ づ けて い る とした ら， 国民が よ り多 く働 き ， 生産 した ところで 何になろ う？

最左 派の 諸党派が増税 に抵抗 したところ で ， 彼 らが まず 軍事費が な くなれば生 じる諸経費の

増額 をけ しかけ るな ら，
い っ た い 何 の 役に たつ だろ う。 最左 派の 諸党派は，予算の 新規の 割

当が こ とごと く小ブル ジ ョ ア ジー
の 給料や労働者の 賃金の 原資に 直接恩恵 となる こ とさえわ

かれ ば ， それ で よ い のだ 。 彼 らは ， 同 じ金額の 資産で も ， 束縛が ない ならば ， そ れ自体で富

を生み 出 し，給料の 原資を持続 的に増や して い くこ とが わか っ て い な い 。さ らに悪 い こ とに

は ， 彼 らは ， フ ラ ン ケ ッ テ ィ が鋭 く指摘 した よ うに ， イタ リア の 半分 は労働者で はな く農民
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で ，農民 で ある方の 半分こそがイ タリア国家の 保護下 に ない 唯一の 階級で ある こ とに ， 気づ

かな い ふ りをして い る 。 イ タ リア 国家の 支持者は各種の 金融詐欺師や実業家ば か りで あ り， 彼

らは決 して南部市民で はない 。

　要は ， 最重度の 税負担が ， お よそ現在は そ うで は ない が，最富裕層 にこ そ課 されるよ うな

税制改革 を求め るこ とだ 。 しか し， その 必要性 を充分 に理解 して い る者は まだ少な い 。 国民

所得の大 きさに不釣 り合 い な負担は，それ が もっ とも富裕 な階層や地域だけに 課 された と し

て も ， 結局は最貧層や最貧地域 に ふ りかか る の が常 となる 。

一
国の 担税力を過度に上 回る よ

うな負担は，国の 経 済力を弱 め，芽生えつ つ ある産業発展 の 息 の 根 を とめ ， 生産の 中断 ， 生

活費の 高騰 ， 賃金の 切 り下げ ， 利子率の 上昇へ と転化する 。
い うまで もな く， 最貧層 や最貧

地域 は ， 間接的な ， また巧妙だ とは意識されな い 無数の 方法で 直接的に ， 最大の被害に さら

され る で あろ うし，その お か げで富者は ，い つ で も過剰 な負担の
一

部 を貧者に 押 しつ ける こ

とがで きる の だ 。

　あ らゆる 国で 予算は増 えて い る，と い う。 それは事実で あるが ， その 資産に 比 して ， 我 国

ほ どの大 きさで増えて い る 国はひ とつ もない 。 また ，
こ うも言われ る 。 イタ リァ は ，文化的

に は経済面 よ り相当に遅れた と して も， 発展 はす る で あ ろ う， と。 それは事実で あ り， そ れ

は ひ とえに，ヴ ィ
ーコ 流の 摂理を備えた 事物の 「固有の 力」， 労働にかんす る人民の す ば らし

き徳性 の ゆ えなの だ 。 しか しまた ， もし， 我 々 はまだ遠 くに い るが ， 経済的格差の結果とし

て
一

国内に段階の 異なる 二 つ の 文明が 存在する国に は非常に適 した 累進税を
， 早期に導入 で

きるほ ど公共財政が 慎重で抑制され た もの で あっ た ら ， 発展は よ りめ ざまし く， 南部の苦悩

もそれほ ど長 く激 しい もの で は なか っ た だ ろ う。 税の 累進制は，我 が国の よ うな重税 国で は ，

非常 に累退 的な形で負担 を徐々 に緩和 して い けば容易に達成で きる し ， また公共収入 の うち

の 自由に処分 で きる部分 も増えて い くの だ 。

　 したが っ て ， 南部 は ， その 正当な権利 として税制改革が こ れ以上 引 き延 ばされ ない こ とを

願 っ て い る 。 そ して また
， 南部が国内消費の ヤ ミ市場 に 陥る こ とを ， 誰かの 奇 をて らっ た表

現で い えば ， イ タ リ ア とい うア リ塚にある甘い 汁を出す昆虫の 粗末な巣の よ うにな る こ とを

防止す る ような ， 経済 ・財政政策の 新 時代 の 幕 開けを求 めて い る。

　と こ ろで ， もし政府や議会が無関心で やる気が な い な ら，「浪費家の イタリア」に対 して ，

過大 な国家財政か ら納税者の 利益 を保護する との 一途な情熱 をもっ てたちむか うだろ うか 。 だ

とすれ ば ， どの よ うな名称や形態の 増税 もしな い こ と，余裕が あるか 少な くと も同程度の 財

源の 裏付けが な い 限 りは支出を増や さな い こ と， と い う二 つ の 結論が 必然的 に導か れ る 。

　なぜ なら ， イ タ リア の よ うな徹底 した 重税国で は ， 我 々 は最後まで 錯覚して い るだろ うか

らで ある 。 抜本的 な改革 とは い え ， 全体 の 負担額 をよ り公正 に配分 しうる だけで な く， 不 断

に増 える支出を まかな う新た な大金を国庫に もた らす魔術 も可能で あると 。
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〔解説〕

　上 記は ジ ュ ス テ ィ ーノ ・フ ォ ル ト ゥ ナー ト （Giustino　Fortunato，1848−1932） の 『南部問

題 と税制改革』 （La　questi・ne 〃meridi ・nale 　e ’α ψ r配 α trib”taria， 1904）の
一

節 で ある 。

こ こ で は，R．Villari（a　cura 　di），∬1　Sud　nella 　storia 　dell’ltalia，　 Laterza，19883，　pp．310−317，

を参照 した 。

　著者の フ ォ ル トゥ ナー トは ，
1848年 ， イタ リア南部バ ジ リカータ州ポ テ ン ツ ァ 近郊の リオ

ネ
ー

ロ ・イ ン ・ヴ ル トゥ
ー

レ （Rionero　 in　 Vulture）の地主の 家庭 に生 まれた。彼の 父親や

お じ達は ， イ タ リア統
一

に際 し， 後に証拠不充分で 釈放 される もの の
， 新生 イ タ リア王 国 に

対す る陰謀罪やブ リガ ン タ ッ ジ ョ （匪賊）頭領 と の 共謀罪 の 嫌疑で逮捕されて い る 。

　フ ォ ル トゥ ナ
ー トは11865年にナ ポ リ大学に進学する 。 専門で あ る法律 に はそれ ほ ど興味

を もてずに い たが ，
ル イージ ・セ ッ テ ン ブ リーこ の 講 義 を受けて 彼 と親 しくな っ た 。 1869年

に卒業後，将来の 道が定 まらな い ままナポ リに滞在 し ， ドイツ 語や ドイツ 文学 （ゲ
ー

テ や ヘ

ル ダー）を学 び
， イタ リア の 歴史や文学 にかんす る フ ラ ン チ ェ ス コ ・デ ・サ ン クテ ィ ス の 講

義に通い
， 登 山ク ラブ （Club　 Alpino　Italiano）の 会員 とな っ て南部の 地理 に対する考察を深

めた 。 や がて ， 『祖 国』（Patria）や 『国民の 統 一
』（L

’Unita　Nazionale）な どの 穏 健 自由主義 の

雑誌に執筆しは じめ る 。 1875年頃には パ ス クア
ー

レ ・ヴィ ッ ラ リと知 り合い
，

1878年に は彼

の紹介で シ ドニ ー ・ソ ン ニ ー
ノの 主宰する 『ラ ッ セ

ーニ ャ
・
セ ッ テ ィ マ ナ

ー
レ』（Rassegna

Settimanale）誌の 通信 員 とな っ た 。

　フ ォ ル トゥ ナ
ー トは ， ナ ポ リに居 をか まえたまま ， 1880年 に は故郷 リオネー

ロ か ら下院選

に出馬 して 当選 し ， 議員生活に入 っ た 。 鉄道誘致や技術学校の 開校 をつ うじて 地元の 振興 に

努めるだけで な く， 選挙法改正や 国有地分割な どの 国政問題 に対 して も活発 な提言をおこ なっ

た 。 南部左派やザ ナル デ ッ リに よる組閣の 際に は政府を支持 した が
，

ク リス ピ内閣に は批判

的で ，当初は共同歩調をとっ て い た ソ ン ニ ー
ノ とも次第に見解の相違が めだつ ように な っ た 。

一
方で ， フ ォ ル トゥナー トは ， 南部の 歴 史や社会問題 に関す る多くの 論考 を発表 しつ づ け ，

レ

オポ ル ド ・フ ラ ンケ ッ テ ィ とは 「マ ラ リ ア研究会」 （Societti　per　gli　studi 　di　malaria ） を設立

し ， 政策的観点か らの マ ラ リア の予防 ・治療 に努 めた 。

　 1909年に上 院議員 とな り，1919年に健康上 の 理 由で辞職する まで 議員 として活動を続けた 。

1911年に は ，
ガ エ タ

ーノ ・サ ル ヴ ェ
ー ミ ニ の 主宰する 『ウ ニ タ』（L

’
Unitd）誌の 創刊 に加わる

が ， 第一次大戦に際 して は ， ク ロ ーチ ェ や ジ ョ リ ッ テ ィ とともに参戦に反対 し ， 民主的参戦

論 をとるサ ル ヴ ェ
ー

ミ ニ とは疎遠 になる 。 議会で の 参戦決議で は ， 国民 として連帯す る必 要

が ある として 賛成票を投 じるが
， 大戦後は

，
ピエ ー ロ ・ゴ ベ ッ テ ィ や ネ ッ ロ ・ロ ッ セ ッ リ

，
グ

イー ド・ドル ソ ら，若い 世代の 反フ ァ シズム や南部問題の 思想家
・
活動家と親交 を深め た 。

1932 年 ， ナ ポ リで没す る 。
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